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「（仮称）上田地域クラブ」認定要件確認書
＜認定要件＞
[bookmark: _Hlk201843661]次に掲げる条件（詳細は『「（仮称）上田地域クラブ」基本方針』）を全て満たしていること。
（１）「上田市中学生期のスポーツ・文化芸術活動指針」を遵守した活動であること。
（２）原則、上田市内の中学生を対象とし、地域クラブ活動に自由に加入及び退会できるこ
　　　と。（中学生以外の年代層の受け入れも可とする。近隣市町村の中学生の受け入れに
　　　ついては、事務局に相談すること。ただし、競技力強化等の観点から広域から生徒を
　　　集めることは認められない。) 
（３）いずれかの運営団体(スポーツ協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、指導者
      会、文化芸術協会、文化少年団、公民館等)に加盟し、運営団体と協力して適正なガバナン
      スを確保すること。 (加盟できる運営団体がない場合は事務局と協議する。) 
（４）事務局が主催する指導者研修を必ず受講し、クラブ運営や指導に生かすこと。
（５）規約を作成しており、その内容が社会通念上、適切であると認められること。
 規約には以下の要件を満たす内容が記載されていること。 
 ア 目的　 イ 入退会の方法　ウ 会計　エ　保険加入（クラブ員、指導者）
   エ 役員（正副責任者・会計・監事等） オ 総会 
 なお、団体の責任者は 18 歳以上（高校生及び大学生は除く）とすること。
（６）持続可能な地域クラブの運営を目指し、複数の役員や指導者が運営に携わっていること。
    （スタッフの転勤等によりクラブの存続ができなくなることがないようにする。）
（７）営利目的を主にした地域クラブ活動の運営ではないこと。
（８）参加する子どもたちの健康面に配慮し、活動中や移動中の安全確保に努め、事故やトラブ
      ルの未然防止に努めること。
（９）団体を構成する全ての者が、体罰・暴言・ハラスメントがいかなる場合にも決して許され
      ないものであるとの認識を持ち、これらの行為を決して行わないこと。
（10）子どもたちの活動内容や活動実績について、在籍校と必要に応じて情報共有を行うこと。 
（11）個人情報の保護に関する法律を遵守し、活動によって知り得た個人情報を適切に取り扱う
　　　こと。
（12）「上田市契約に関する暴力団等排除措置要綱」に基づく除外措置を受けていないこと。
（13）参加者へ政治・宗教に関する活動をしないこと。

上記、要件を確認しました。
「（仮称）上田地域クラブ」基本方針に則って活動することを了承します。
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